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１ 本業務などの目的，概要 

(1) 目的 

あけぼの山公園及び柏市あけぼの山農業公園は，花の名所として、市内外から年間 50 万

人以上の方が来園する柏市有数の観光地となっており，市民の利用者数が最も大きい公園と

なっている。来園者の多くは， “自然や花畑などの風景に癒やされる” と感じており，市

民からは，このような施設は “柏市の宝である” “自慢だ” という声も頂いている。 

これまで，古くからの歴史や花の魅力を活かし，賑わいを創出してきた一方で，渋滞の問

題や施設の老朽化，まとまりのない土地や施設，年間を通じた魅力や飲食・物販サービスの

不足，担い手の高齢化など，更に魅力を高め，持続的に公園を運営していくためには，解決

しなければならない課題が山積している状態である。 

 このことを踏まえ，市では令和７年度には，本公園の今後の道しるべとなる「あけぼの

山周辺地域将来構想」をとりまとめ，将来像と概ね 10 年後の目指す姿（ビジョン）を示し

たところである。市では，令和９年度から 10 年度にかけて，公園運営者と公募対象施設の

運営者として市のパートナーとなる民間事業者の公募を予定しており，令和 11 年度から令

和 12 年度頃に公園の一部について再整備を想定している。 

本業務は、あけぼの山周辺地域将来構想に基づき、地域の強みである自然環境、景観、歴

史等を活かし、あけぼの山周辺地域全体の魅力向上につながるランドスケープ計画を策定す

るものである。 

 

(2) 業務概要 

 以下に掲げる業務項目を行う。なお，業務内容の詳細は，別紙「あけぼの山周辺地域ラン

ドスケープ検討業務委託仕様書」（以下，「仕様書」という。）のとおりとする。なお，契

約締結時の仕様書は，選定した優先交渉権者の企画提案内容を踏まえ，業務内容を調整する

予定である。 

  (ア）現況把握 

  (イ）公園再整備計画の検討 

  (ウ）民間による整備及び公園運営 

 

 

(3) 予定契約期間 

契約日から令和９年３月３１日（水）まで   

 

(4) 予定金額（上限金額） 

   ５０，２０４，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 参加資格 

(1) 参加資格要件 

参加資格を有する者は，公募日から契約締結の日までにおいて，次の要件の全てを満たす

者とする。なお，複数の入札参加資格者で構成される共同事業体で参加する場合は，すべて
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の構成員が、次の要件を満たす必要があること。 

ア 納税義務がある場合は必要な申告などをしていること，及びその場合において主たる事

業所を有する所在地に係る地方税，法人税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこ

と。 

エ 柏市建設工事請負業者など指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基づく指名停止

又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１８日制定）に基づく指名排除

を受けていないこと。 

オ 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又はこの公告の日前６

か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。 

カ 社会保険への加入（加入の義務がない場合を除く。）や最低賃金の順守等，労働者の労

働条件については，労働関係法令を遵守すること。 

キ 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）のうち造園部門又は

都市計画及び地方計画部門の登録があること。共同企業体の場合は，構成員のうちいずれ

かが，保有すること。 

ク 官公庁発注の 10ha 以上の敷地を対象とした整備計画に関する業務について，直近５年

間で元請けとしての完了実績を有すること。共同企業体の場合は，構成員のうちいずれか

が，実績を保有すること。 

ケ 主任技術者は，次の(ｱ)から(ｵ)のいずれかの資格保有者とすること。また共同企業体の

場合は，元請けとして配置すること。 

 (ｱ) 技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

 (ｲ) 技術士（総合技術監理部門：都市及び地方計画） 

 (ｳ) ＲＣＣＭ（都市及び地方計画） 

 (ｴ) ＲＣＣＭ（造園部門） 

 (ｵ) ＲＬＡ（ランドスケープアーキテクト） 

 

３ 全体スケジュール 

内容 期日 

公募開始 令和８年 ４月１日（水曜日） 

参加意思表明書受付締切 令和８年 ４月２０日（月曜日） 

参加資格要件確認結果通知 令和８年 ４月２３日（木曜日） 

質疑書の締切 令和８年 ４月２３日（木曜日） 

質疑書に対する回答 令和８年 ４月２８日（火曜日） 

提案書などの提出締切 令和８年 ５月１８日（月曜日） 

一次審査（書面審査） 令和８年 ５月２１日（木曜日） 

一次審査結果通知 令和８年 ５月２５日（月曜日） 
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二次審査（プレゼンテーション審査） 令和８年 ５月２７日（水曜日） 

二次審査結果通知 令和８年 ５月２９日（金曜日） 

契約日（予定） 令和８年 ６月 1１日（木曜日） 

 ※スケジュールは状況により変更する場合がある。この場合は，参加意思表明書に記載さ

れたメールアドレスまたはＦＡＸにより連絡する。 

 ※応募者数が５者以上の場合は１次審査を実施する場合がある。 

 

４ 参加意思表明について 

(1) 期限 

ア 持参の場合 

令和８年４月２０日（月曜日）午後５時まで 

※ 受付時間は，土日祝日を除く，平日の午前８時半から午後５時までとする。 

イ 郵送の場合 

令和８年４月２０日（月曜日）午後５時まで 必着 

 

(2) 提出書類 

ア 参加意思表明書（様式１） 

イ 暴力団排除に係る誓約書（様式２） 

ウ 会社概要書（任意様式※） 

※ 会社案内（パンフレット）による代替でも可とする。ただし，会社名，設立年月，資本金，

本社所在地，技術者数，業務内容の項目が記載されたものとする。 

エ 配置技術者資格要件（様式３） 

オ 社会保険及び労働保険並びに最低賃金法適用報告書（様式４） 

カ 納税証明書等（納税証明書「その３」） 

キ 建設コンサルタント登録証明書の写し 

ク 共同企業体証明書（様式５） 

  複数の者が共同で応募する際は，本様式を提出するものとする。 

ケ 共同企業体協定書（自由様式） 

コ 使用印鑑届（自由様式） 

サ 代理人届（自由様式） 

シ 事前申請書（様式１１）（希望する場合） 

ス 業務実績を証明する書類（契約書の写し，テクリス，業務報告書等） 

※ ク～サについては，複数の者が共同提案する場合に提出すること。なお，共同提案にあた

って，ク～サの提出がない場合は，失格とする。 

 

(3) 提出先及び提出方法 

ア  持参の場合 

以下の場所に持参すること 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 
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イ  郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑地課」

とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡すること 

 

(4) 部数 

各２部（正本１部 副本１部※）※副本は複写可 

 

(5) 参加資格の可否 

提出書類により参加資格の確認を行い，令和８年４月２３日（木曜日）までに参加意思

表明をした全ての者に対して，電子メールにより連絡する。 

また，事前申請書の提出があった者に対し，電子メールにより資料を提供する。 

 

５ 質疑について 

(1) 質疑方法 

ア 質疑書（様式６）を電子メールで事務局あてに送付すること。 

イ メールの件名は【あけぼの山ランドスケープ プロポーザル（法人名）】とすること。 

ウ 以下のメールアドレスに送付すること。 

  メールアドレス：koenryokuchi@city.kashiwa.chiba.jp  

エ 送付した際は，事務局（０４－７１６７－１１４８）に連絡し，到着を確認すること。 

オ 評価などに影響をおよぼすおそれがある内容（参加業者数・参加業者名・選定委員など）

についての質問は受け付けない。 

カ 電話や窓口訪問による口頭での質疑は受け付けない。 

キ 質疑は，参加資格を満たす者に限る。 

ク 質疑期間中においては質疑の回数に制限を設けない。 

 

(2) 質疑期間 

令和８年４月１日（水曜日）から令和８年４月２３日（木曜日）午後５時まで 

 

(3) 回答方法 

 令和８年４月２８日（火曜日）までに，参加資格を有する全ての者（辞退した者は除く）

に対して質疑と回答の内容を電子メールで送信する。 

 

６ 参加意思表明書の提出後の辞退について 

(1) 期限 

ア 持参の場合 

令和８年５月１８日（月曜日）午後５時まで 

※ 受付時間は，土日祝日を除く，平日の午前８時半から午後５時までとする。 
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イ 郵送の場合 

令和８年５月１８日（月曜日）午後５時まで 必着 

 

(2) 提出書類 

辞退届（様式７） 

 

(3) 提出先及び提出方法 

ア  持参の場合 

以下の場所に持参すること 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 

イ  郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑地課」

とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡すること 

 

７ 企画提案書の作成と提出 

(1)  企画提案の内容 

次に掲げる題目①～③に対して，審査項目をふまえた分かり易く具体的な提案を行うこと。 

なお，提案書は図や表などを用い可能な限り簡素化し，分かりやすくまとめること。 

  ①現況把握 

  ②公園再整備計画の検討 

  ③民間による整備及び公園運営 

 

(2) 提出書類 

 パワーポイント等により作成した以下のア～オの項目を記した企画提案書を必要部数提出

すること。 

●企画提案書（表紙のみ様式８） 

ア 提案①に関する内容 

イ 提案②に関する内容 

ウ 提案③に関する内容 

●その他 

エ 業務の実施体制（様式９） 

オ 配置予定者（様式１０） 

カ 参考見積書及び内訳書（自由様式） 

※ 消費税相当額を含めた総額が上限金額を超えないこと 

※ ア～カの順序でインデックスを付け，Ａ４フラットファイルで提出すること。 

※ フォントサイズは１０．５ポイント以上とする。 

※ カは，本要領１(4)に記載の予定金額（上限金額）を越えないこと。参考見積額は税抜
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きとして，内訳書は１(2)の業務概要に示す業務項目別の内訳書とする。 

※ 企画提案書等は概ね２０枚程度を目安とし，プレゼンテーション時の説明時間２０分間

で説明可能な範囲とする。なお，必要に応じて補足資料等を加えることも可能とする。 

 

(3) 部数 

計７部（正本１部 副本６部※）※副本は複写可 

 

(4) 期限 

ア 持参の場合 

令和８年５月１８日（月曜日）午後５時まで 

※ 受付時間は，土日祝日を除く，平日の午前８時半から午後５時までとする。 

イ 郵送の場合 

令和８年５月１８日（月曜日）午後５時まで必着 

 

(5) 提出先及び提出方法 

ア 持参の場合 

以下の場所に持参すること。 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 

イ 郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑地課」

とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡すること。 

 

(6) その他 

ア 参加意思表明書を提出後，提出期限までに提案書などの提出がない場合は，参加を 

 辞退したものとみなす。 

 

８ 選定方法 

(1) 選定方法 

 柏市プロポーザル方式選定委員会において，次に定めるところにより一次審査と二次審査の

２段階方式による審査を行い，受託候補者を選定する。 

 なお，一次審査は応募者数が５者以上であった場合を目安に実施し，上位５者程度を一次審

査通過者と選定する。また，一次審査を行わない場合は，二次審査のみとして，一次審査項目

も合わせて実施するものとする。 

 

(2) 予定日 

 ア 一次審査 

令和８年５月２１日（木曜日） 
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選定委員のみで実施（応札者は不参加） 

イ 二次審査 

令和８年５月２７日（水曜日） 

上記日程は，予定であり，参加意思表明書の提出があった者に対して，別途日時を連絡

するものとする。 

 

(3) 場所 

  参加意思表明書の提出があった者に対して，別途連絡するものとする。 

 

(4) 二次審査の実施時間 

５０分以内とする。 

※ 目安：説明２０分＋質疑３０分以内，セッティングに係る時間は説明時間に含む。 

※ 時間については，提案者数によって変更する場合がある。 

 

(5) 人数 

本業務を担当する責任者（担当者）を含め５名以内とする。 

 

(6) 貸出物品 

 机・椅子・プロジェクター・スクリーン・パソコン・延⾧コードとする。それ以外の物

品については，提案者の負担において用意すること。 

 

(7) その他 

 ア プレゼンテーションは，提出書類のほか，パワーポイント投影による説明も可能とする。

その際は，事前に事務局にパワーポイントデータを提出すること。なお，パワーポイント

形式は１６：９とする。 

 イ プレゼンテーションは，非公開で行う予定である。 

 ウ 説明は，市との打ち合わせなどにおいて，主たる担当者として実務を担う者が主に実施

するものとする。 

 エ プレゼンテーション時の追加資料の提出は認めないものとする。 
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９ 審査基準 

(1) 一次審査における審査項目，配点 

審査項目 掛率 評価点 

企画提案内容に対する評価  100 

  
  
  

①企業の実績や能力 
・類似のランドスケープの検討や PPP

に関する業務の実績が豊富か 
6 30 

②業務実施体制 

・本業務の業務量及び内容を踏まえ，

実現可能な実施体制及び工程が確保

されているか 

6 30 

③配置技術者の実績や能力 

・配置技術者は，公園再整備や PPP

について，専門性や実績を有してい

るか 

8 40 

合計 100 

(2) 二次審査における審査項目，配点 

審査項目 掛率 評価点 

企画提案内容に対する評価  90 

  
  
  
  

業務に対する理解 

・将来構想などを踏まえて，あけぼの
山の現状を理解し，将来構想の具現
化に向けた行政がすべき本質的な課
題を構造的に把握しているか 

1 

10 
・提案者が保有する専門性や実績か

ら，上記の課題を踏まえて，本業務
全体において何をすべきか整理され
ており，民間公募を見据えた実効性
のある提案となっているか 

1 

題目に関する提案   

  
  
  

①現況把握 

・調査手法の具体性 
 →現況把握に必要な調査・分析手法

やアウトプットが具体的に示され
ており，既存資料・現地調査・ヒ
アリング等から，根拠となる現況
整理が期待できるか 

1 

10 

・手法の実現性 
 →スケジュール・体制的に可能か 
 →施設・設備の現状把握に関する技

術的な対応力が期待できるか 

1 



  

10 
 

②公園再整備計画の
検討 

・検討プロセスの具体性 
 →公園再整備計画の検討にあたり，

エリア特性や将来構想を踏まえた
検討の視点，整備方針の考え方，
付加価値創出の検討など，業務の
進め方が具体的かつ妥当なものと
なっているか 

 →３通りの整備パターンについて，
「付加価値（魅力向上・収益性向
上など）」を生むの観点が十分に
は考慮された検討プロセスが示さ
れているか 

3 

20 

・手法の実現性 
 →スケジュール・体制的に可能か 
 →最も効果的な 1 案を導き出すため

の，合意形成に資する比較検討資
料プロセスが示されているか 。 

1 

③民間による整備及
び公園運営 

・検討プロセスの具体性 
 →サウンディングから，コンセプト

ブック等の公募資料の作成までの
プロセスが明確に整理されている
か 

 →民間活用の検討にあたり，市場性
や民間事業者の参入意向を踏ま
え，事業スキームや公募条件の検
討プロセスが具体的かつ妥当なも
のとなっているか 

2 

20 

・手法の実現性 
 →スケジュール・体制的に可能か 
 →新たな優良企業を誘致するための

独自のネットワークやアプローチ
ノウハウを有しているか 

 →民間の投資意欲（収益性）と市の
負担軽減（指定管理料の削減等）
を両立させるための，現実的な事
業スキーム（Park-PFI 等の活用）
の整理ノウハウを有しているか 

2 

技術力や実績 

・類似のランドスケープの検討や PPP
に関する業務の実績が豊富か 1 

20 

・本業務の業務量及び内容を踏まえ，
実現可能な実施体制及び工程が確保
されているか 

1 

・配置技術者は，公園再整備や PPP に
ついて，専門性や実績を有してお
り，説明が分かりやすく，的確か 

2 
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 創意工夫 ・業務の質や効率を高めるための具体
的な工夫・提案があるか 

2 10 

経済性に対する評価  10 

  経済性（見積価格） 10×（最低価格÷提案価格）  10 

配点の合計 100 

  

 (3) 審査員の配点区分 

配点区分 評価内容 

５ 非常に優れている（具体性・独自性・実現性が極めて高い） 

４ 優れている（具体性・実現性が十分） 

３ やや優れている（仕様書の記載項目に加えて工夫がある） 

２ 標準（仕様書の記載項目を満たす） 

１ 不十分 

 

１０ 審査方法及び選定方法 

(1) 審査方法 

最優秀提案者の審査は，柏市プロポーザル方式選定委員会（あけぼの山周辺地域ランド

スケープ検討業務委託）にて行う以下の内容によるものとする。 

 

ア 一次審査（書面審査） 

  提出された書類について，選定委員会で評価を行う。 

イ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

  企画提案書及び提案者によるプレゼンテーションに対して，選定委員会で評価を行う。

なお，各委員の評点数の合計が最上位となった提案者を受託候補者として選定する。ただ

し，最上位の評点が同点となった場合は，提案①②③に係る評点数の合計が高い者を上位 

者とする。 

 

(2) 選定方法 一次審査 

  ア 各審査員が，項目ごとに５点満点で評価を行い，掛率を乗じて，評価点を算出する。 

  イ 各審査員ごとの評価点を集計し，提案者ごとの評価点合計を算出する。 

  ウ もっとも点数の高い提案者から順に５社を一次審査通過者に選定する。なお，同一点数

により一次審査通過者が５社以上となった場合は，委員による多数決によって決定する。 

  エ 審査の結果，企画提案の評価点が委員の一人でも４０点に満たない提案については，一
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次審査通過者として選定しない。 

 

 (3) 選定方法 二次審査 

  ア 各審査員が，項目ごとに５点満点で評価を行い，掛率を乗じて，評価点を算出する。 

  イ 各審査員ごとの評価点を集計し，提案者ごとの評価点合計を算出する。 

  ウ もっとも点数の高い提案者を優先交渉権者（契約候補者）に選定する。なお，最高点が

同一の場合は，企画提案の評価点が最も高い者を優先交渉権者、次点者を次点交渉権者に

選定する。企画提案の評価点も同一の場合は，委員による多数決によって決定する。 

  エ 審査の結果，企画提案の評価点が委員の一人でも３６点に満たない提案については，優

先交渉権者として選定しない。 

 

１１ プロポーザル方式結果通知 

プロポーザル方式結果は，参加した業者に対し，書面にて通知する。審査内容及び審査結果

に対する異議は認めない。 

 

１２ 結果公表 

プロポーザル方式結果は，市ホームページに公表する。 

 

１３ 契約手続 

ア 最優秀提案者を契約候補者として特定し，当該者の提案内容を踏まえた仕様書を確定し

た後，提案金額の範囲内で契約する。 

イ 契約候補者が契約を履行できる見込みがないと市が判断した場合は，契約を締結しない

ことがある。その場合，契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。 

ウ 最優秀提案者と契約を締結できない場合は，次順位の提案者（第二優先交渉権者）と交

渉を行う場合がある。 

エ 契約は，日本国通貨で行うものとする。 

 

１４ 事務局 

(1) 担当部署 

柏市都市部公園緑地課 担当 高橋，小川，菅原ほか 

 

(2) 事務局連絡先 

〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１） 

公園緑地課 ０４－７１６７－１１４８（直通） 

koenryokuchi@city.kashiwa.chiba.jp 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号 都市部公園緑地

課」とする。 
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１５ その他 

(1) プロポーザル応募にあたって 

ア 本プロポーザル方式に係る費用については，全て提案者の負担とする。 

イ 提出された書類は返却しない。また，本プロポーザル方式における審査及びその説明を

目的に，その写しを作成し，使用するものとする。 

ウ 提出された書類に関して，開示請求があった場合は，公表することがある。なお公表す

る場合は，提出された企画提案書の写しを作成し使用することが出来るものとする。 

エ 提出した書類の訂正・差し替えは認めない。なお，提出書類を外国語で作成する際，通

貨単位は円，言語は日本語にて翻訳したものを添付すること。 

オ 辞退をした場合も今後の入札などにおいて不利な扱いをすることはない。 

カ 受注者は，主たる業務を第三者に再委託してはならない。 

 

(2) 失格について 

 参加資格に定めるもののほか，次に掲げるいずれかに該当した場合には，失格とする。 

ア 参加意思表明書又は提案書について，提出期限を過ぎて提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 予定金額（上限金額）を超えた見積書を提出した場合 

エ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合 

オ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合 

 

(3) 最優秀提案者の選定にあたって 

 参加業者が１者のみであった場合においても，二次審査を実施する。ただし，最優秀提案

者として適当でないと認められる場合には，最優秀提案者として選定しないことがある。 

 

(4) 提供する資料について 

 プロポーザルへの参加にあたって，参加意思を表明した者で，希望する者に対して，市で

保有する既往のデータを提供する。 


